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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、日野市まちづくり条例（平成18年条例第７号。以下「条例」と

いう。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

 

（規則で定める市民等） 

第３条 条例第３条第１号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。 

(1) 市内に在勤又は在学する者 

(2) 市内の土地又は建築物について、対抗要件を備えた地上権又は賃借権を有する

者 
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（周辺住民等の定義に係る範囲） 

第４条 条例第３条第８号の規則で定める範囲は、次に掲げるとおりとする。ただし、

第１号から第５号までに定める範囲のうち２以上の範囲が適用される場合は、広

範囲となる方の範囲とする。 

(1) 条例第57条第１項第１号、第２号、第３号及び第４号に規定する開発事業に

ついては、別表第１のとおりとする。 

(2) 条例第57条第１項第５号アに規定する開発事業については、開発事業区域の

境界から建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第２条第１項第６号に規定

する建築物の高さの2.0倍の水平距離の範囲とする。 

(3) 条例第57条第１項第５号イ及び同項第６号に規定する開発事業については、

別表第２のとおりとする。 

(4) 条例第57条第１項第７号及び第10号に規定する開発事業については、別表第

３のとおりとする。 

(5) 条例第57条第１項第８号及び第９号に規定する開発事業については、別表第

４のとおりとする。 

２ 前項で定める範囲に土地又は建築物及びその敷地の一部がかかるものは、その土

地又は建築物及び敷地の全体を範囲内とみなす。 

 

第２章 市民まちづくり会議 

（市民まちづくり会議） 

第５条 条例第12条第１項の規則で定める委員の人数は、８人以内とする。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。 

(1) 市民３人以内 

(2) 識見を有する者５人以内 

３ 市長は、前項第１号に規定する市民の選出に当たっては、その基準を公開すると

ともに、公平性、客観性及び透明性を確保するように努めなければならない。 

 

第３章 市民主体のまちづくり 

（地区まちづくり協議会に参加することができる利害関係者） 

第６条 条例第15条の規則で定める利害関係者は、まちづくり協議会が対象とする地

区内の土地又は建築物について、対抗要件を備えた地上権又は賃借権を有する者

とする。 

 

（地区まちづくり準備会の認定申請） 

第７条 条例第16条に規定する地区まちづくり準備会とは、次の各号のいずれにも該
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当し、市長の認定を受けたものをいう。 

(1) 構成員が地区住民等で、３人以上であること。 

(2) 活動の目的及び方針が地区のまちづくりに有効であること。 

２ 前項の認定を受けようとする地区住民等は、まちづくり準備会認定申請書（第１

号様式）に次の各号に掲げる書類を添付し市長に提出しなければならない。 

(1) 対象地区を示す図面 

(2) 構成員名簿 

３ 市長は第１項の規定による認定を行った場合は、当該地区まちづくり準備会の代

表者にまちづくり準備会認定通知書（第２号様式）により、通知しなければなら

ない。 

 

（地区まちづくり計画の対象面積） 

第８条 条例第17条第１項第６号の規則で定める面積は、おおむね3,000平方メート

ル以上とする。 

 

（地区まちづくり協議会の認定申請） 

第９条 条例第17条第２項に規定する申請は、まちづくり協議会認定申請書（第３号

様式）により行わなければならない。 

２ 条例第17条第２項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。 

(1) 団体の規約 

(2) 団体の事業活動計画書 

(3) 団体の対象地区を示す図面 

(4) 団体の構成員名簿 

(5) 条例第17条第１項第２号に規定する同意する者の名簿 

(6) その他市長が必要と認める図書 

 

（地区まちづくり協議会の認定通知等） 

第10条 条例第17条第４項に規定する地区まちづくり協議会の代表者への通知は、ま

ちづくり協議会認定通知書（第４号様式）により行うものとする。 

２ 地区まちづくり協議会は、条例第17条第２項の規定により提出した前条第２項の

図書に変更が生じたときは、まちづくり協議会申請内容変更届出書（第５号様式）

により速やかに市長に届け出なければならない。 

 

（地区まちづくり計画の案の提案） 

第11条 条例第18条第２項の規定による提案は、地区まちづくり計画（案）提案書（第

６号様式）により行わなければならない。 
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２ 条例第18条第２項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。 

(1) 計画書 

(2) 位置図 

(3) 区域図 

(4) その他市長が必要と認める図書 

 

（地区まちづくり計画の案の周知方法） 

第12条 条例第19条第１項の規定により市民等に周知させるために講ずる措置は、次

に掲げるものとする。 

(1) 市広報への掲載 

(2) 市ホームページへの掲載 

(3) 条例第91条の規定により設置された機関の窓口への設置 

(4) まちづくり部都市計画課窓口への設置 

 

（地区まちづくり計画の決定の周知方法） 

第13条 条例第19条第10項の規定により地区まちづくり計画の内容を周知させるた

めに講ずる措置については、前条の規定を準用する。 

 

（地区まちづくり計画の変更） 

第14条 条例第19条第11項の規則で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。 

(1) 地区まちづくり計画の名称の変更 

(2) 地区まちづくり計画の位置、区域又は面積の変更であって、地区まちづくり

計画に及ぼす影響が極めて少ないと市長が認めるもの 

(3) その他市長が前２号の変更と同程度であると認める変更 

 

（地区まちづくり計画の都市計画への反映） 

第15条 地区まちづくり協議会は、条例第22条の規定により条例第47条の手続を兼ね

ようとするときは、地区まちづくり計画の案を市長へ提案するに当たり、同条第

１項に規定する都市計画提案書を併せて提出しなければならない。 

 

（テーマ型まちづくり協議会の認定申請） 

第16条 条例第24条第２項に規定する申請は、テーマ型まちづくり協議会認定申請書

（第７号様式）により行わなければならない。 

２ 条例第24条第２項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。 

(1) 団体の規約 

(2) 団体の事業活動計画書 
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(3) 団体の対象地区を示す図面 

(4) 団体の構成員名簿 

(5) その他市長が必要と認める図書 

 

（テーマ型まちづくり協議会の認定通知等） 

第17条 条例第24条第４項に規定するテーマ型まちづくり協議会の代表者への通知

は、第10条第１項の規定を準用する。 

２ テーマ型まちづくり協議会は、条例第24条第２項の規定により提出した前条第２

項の図書に変更が生じたときは、第10条第２項の規定を準用する。 

 

（テーマ型まちづくり計画の案等の提案） 

第18条 条例第25条第２項の規定による提案は、テーマ型まちづくり計画（案）提案

書（第８号様式）により行わなければならない。 

２ 条例第25条第２項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。 

(1) 計画書 

(2) 位置図 

(3) 区域図 

(4) 条例第25条第３項に規定する利害関係人の意見反映に関する報告書 

(5) その他市長が必要と認める図書 

 

（テーマ型まちづくり計画における利害関係者） 

第19条 条例第25条第３項の規則で定める利害関係者は、当該土地利用の制限に係る

区域内の土地又は建築物について、対抗要件を備えた地上権又は賃借権を有する

者とする。 

 

（テーマ型まちづくり計画の案の周知方法） 

第20条 条例第26条第１項の規定により市民等に周知させるために講ずる措置は、第

12条の規定を準用する。 

 

（テーマ型まちづくり計画の決定の周知方法） 

第21条 条例第26条第10項の規定によりまちづくり計画の内容を周知させるために

講ずる措置は、第12条の規定を準用する。 

 

（テーマ型まちづくり計画の変更） 

第22条 条例第26条第11項の規則で定める軽易な変更は、第14条の規定を準用する。 
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（農あるまちづくり協議会に参加することができる利害関係者） 

第23条 条例第29条の規則で定める利害関係者は、農あるまちづくり協議会が対象と

する地区内の土地又は建築物について、対抗要件を備えた地上権又は賃借権を有

する者とする。 

 

（農あるまちづくり準備会の認定申請） 

第24条 条例第30条に規定する農あるまちづくり準備会とは、次の各号のいずれにも

該当し、市長の認定を受けたものをいう。 

(1) 構成員が農地所有者等で、３人以上であること。 

(2) 活動の目的及び方針が地区のまちづくりに有効であること。 

２ 前項の認定を受けようとする農地所有者等は、まちづくり準備会認定申請書（第

１号様式）に次の各号に掲げる書類を添付し市長に提出しなければならない。 

(1) 対象地区を示す図面 

(2) 構成員名簿 

３ 市長は第１項の規定による認定を行った場合は、当該農あるまちづくり準備会の

代表者にまちづくり準備会認定通知書（第２号様式）により、通知しなければな

らない。 

 

（農あるまちづくり計画の対象面積） 

第25条 条例第31条第１項第６号の規則で定める面積は、おおむね3,000平方メート

ル以上とする。 

 

（農あるまちづくり協議会の認定申請） 

第26条 条例第31条第２項に規定する申請は、第９条第１項の規定を準用する。 

２ 条例第31条第２項の規則で定める図書は、第９条第２項の規定を準用する。この

場合において、第９条第２項第５号中「条例第17条第１項第２号」とあるのは「条

例第31条第１項第２号」と読み替えるものとする。 

 

（農あるまちづくり協議会の認定通知等） 

第27条 条例第31条第４項に規定する農あるまちづくり協議会の代表者への通知は、

第10条第１項の規定を準用する。 

２ 農あるまちづくり協議会は、条例第31条第２項の規定により提出した前条第２項

の図書に変更が生じたときは、第10条第２項の規定を準用する。 
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（農あるまちづくり計画の案の提案） 

第28条 条例第32条第３項の規定による提案は、農あるまちづくり計画（案）提案書

（第９号様式）により行わなければならない。 

２ 条例第32条第３項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。 

(1) 計画書 

(2) 位置図 

(3) 区域図 

(4) 条例第32条第２項に規定する同意を得たことを証する書類 

(5) その他市長が必要と認める図書 

 

（農あるまちづくり計画の案の周知方法） 

第29条 条例第33条第１項の規定により市民等に周知させるために講ずる措置は、第

12条の規定を準用する。 

 

（農あるまちづくり計画の決定の周知方法） 

第30条 条例第33条第10項の規定により農あるまちづくり計画の内容を周知させる

ために講ずる措置は、第12条の規定を準用する。 

 

（農あるまちづくり計画の変更） 

第31条 条例第33条第11項の規則で定める軽易な変更は、第14条の規定を準用する。 

 

（農あるまちづくり計画の都市計画への反映） 

第32条 農あるまちづくり協議会は、条例第37条の規定により手続を兼ねようとする

ときは、農あるまちづくり計画の案を市長へ提案するに当たり、条例第47条第１

項に規定する都市計画提案書を併せて提出しなければならない。 

 

第４章 協働による重点的まちづくり 

（重点地区まちづくり協議会の構成員等） 

第33条 条例第40条第１項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。 

(1) 市民等 

(2) 識見を有する者 

(3) 重点地区内において開発事業を行う者 

(4) 市長が指名する市職員 

２ 重点地区まちづくり協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
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（重点地区まちづくり計画の案の周知方法） 

第34条 条例第41条第１項の規定により市民等に周知させるために講ずる措置は、第

12条の規定を準用する。 

 

（重点地区まちづくり計画の決定の周知方法） 

第35条 条例第41条第６項の規定により重点地区まちづくり計画の内容を周知させ

るために講ずる措置は、第12条の規定を準用する。 

 

（重点地区まちづくり計画の変更） 

第36条 条例第41条第７項の規則で定める軽易な変更は、第14条の規定を準用する。 

 

第５章 都市計画によるまちづくり 

（都市計画の決定等の提案に係る事前届出） 

第37条 条例第45条第１項に規定する都市計画提案検討届出書は、第10号様式とする。 

 

（都市計画提案書） 

第38条 条例第47条第１項の規則で定める都市計画提案書は、第11号様式とし、同項

の規定による提出に当たっては、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

(1) 都市計画の素案（総括図、位置図及び計画書） 

(2) 法第21条の２第３項第２号の同意を得たことを証する書類 

(3) 関係図書（区域図、周辺関係図等） 

(4) まちづくりに関する施策等に適合する旨の検討書 

(5) 周辺環境に及ぼす影響及びその影響に対する対策に関する図書 

(6) 土地所有者等への説明経過書 

(7) その他市長が必要と認めるもの 

 

（都市計画決定等の提案の周知方法） 

第39条 条例第47条第２項の規定により都市計画提案書の内容を周知させるために

講ずる措置は、第12条の規定を準用する。 

 

（規則で定める都市計画の決定又は変更） 

第40条 条例第49条第５項及び条例第50条第６項の規則で定める都市計画の決定又

は変更は、次に掲げるものとする。 

(1) 都市計画の名称の変更 

(2) 都市計画の部分的な変更及び境界変更に伴う区域の部分変更等で市長が認

めるもの 
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(3) その他市長が特に認めるもの 

 

 

第６章 公聴会 

（公告） 

第41条 市長は、条例第49条第４項又は条例第88条第１項の規定により公聴会を開催

するときは、開催日の14日前までに次に掲げる事項を公告するものとする。 

(1) 公聴会の開催日時及び開催場所 

(2) 公述の申出をすることができる期間 

(3) その他公聴会の開催に関し必要な事項 

２ 市長は、条例第49条第４項の規定により公聴会を開催するときは、前項各号に掲

げる事項に併せ、次に掲げる事項を公告するものとする。 

(1) 都市計画の原案の種類及び名称 

(2) 都市計画の原案に係る土地の区域 

３ 市長は、条例第88条第１項の規定により公聴会を開催するときは、第１項各号に

掲げる事項に併せ、条例第84条第１項に規定する土地利用構想の概要を公告する

ものとする。 

 

（公述の申出） 

第42条 公聴会に出席して意見を述べようとする市民等は、前条第１項第２号の期間

内に、公聴会公述申出書（第12号様式）により市長に申し出なければならない。 

 

（公述人、公述時間及び参考人） 

第43条 市長は、公聴会の運営を円滑に行うため、前条の規定により公述の申出を行

った者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者（以下「公述人」

という。）をあらかじめ選定するものとする。 

２ 市長は、公聴会の運営を円滑に行うために必要があると認めるときは、公述人が

意見を述べる時間（以下「公述時間」という。）をあらかじめ定めることができ

る。 

３ 市長は、前２項の規定により、公述人を選定し、又は公述時間を定めたときは、

あらかじめその旨を本人に通知しなければならない。 

４ 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に参考人の出席を求め、説明又は意

見を求めることができる。 

 

（公述意見の範囲） 

第44条 公述人は、その公聴会において意見を聴こうとする都市計画の原案又は土地



＜規則－10＞ 

 

利用構想に関する事項の範囲を超えて発言してはならない。 

 

 

（代理人等） 

第45条 公述人は、あらかじめ市長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は、

代理人に意見を述べさせることができる。 

 

（公聴会の議長） 

第46条 公聴会の議長は、市職員のうちから市長が指名する者をもって充てるものと

する。 

２ 公聴会は、議長が主宰する。 

３ 議長は、公述人の公述が公述時間を超えたとき、又は公述人に不穏当な言動があ

ったときは、その発言を禁止し、退出を命じることができる。 

４ 議長は、公聴会の秩序を維持し、その運営を円滑に行うために必要があると認め

るときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動

をした者を退場させることができる。 

５ 議長は、公述の内容を明らかにするために、公述人に対し質疑をすることができ

る。 

６ 議長は、前３項に規定するもののほか公聴会の運営を円滑に行うために必要な措

置を講ずることができる。 

 

（公聴会の記録） 

第47条 市長は、公聴会を開催したときは、速やかに公聴会の記録を作成し、縦覧場

所等を公告し、当該公告の日の翌日から起算して14日間公衆の縦覧に供するもの

とする。 

 

第７章 協調協議のまちづくり 

（周辺環境に配慮を要する建築物） 

第48条 条例第57条第１項第８号の不特定多数の人が出入りする、周辺環境に配慮を

要する建築物は、次に掲げる建築物とする。 

(1) 小売店、飲食店、興行場 

(2) ゲームセンター等の遊戯場 

(3) 風俗施設 

(4) ビデオテープ等を貸し付ける業務を行う店舗 

(5) その他市長が認めるもの 

 



＜規則－11＞ 

 

（一の開発事業等とみなさなくとも支障がないと認める開発事業等） 

第48条の２ 条例第57条第３項に規定する開発事業等は、次に掲げるものとする。 

(1) 道路、河川等により分断された土地で行う開発事業等 

(2) 一団の土地において、相続により生じた土地で行う開発事業等 

 

（開発基本計画） 

第49条 条例第58条第２項に規定する開発基本計画届出書は、第13号様式によるもの

とし、次に掲げる図書を２部添付して行わなければならない。 

(1) 委任状 

(2) 開発基本計画概要説明書（第14号様式） 

(3) 開発事業区域の案内図 

(4) 開発事業区域の現況図 

(5) 開発事業区域及びその周辺の状況を示す写真 

(6) 開発事業区域の公図又は地籍図の写し 

(7) 仮換地指定図及び現況重ね図（土地区画整理事業中の場合） 

(8) 開発基本計画概要説明図 

(9) 開発事業区域の実測図 

(10) 周辺住民等範囲図 

(11) その他市長が必要と認める図書 

２ 条例第58条第４項に規定する開発基本計画広告板は、第15号様式の１及び第15

号様式の２とする。 

３ 条例第58条第５項に規定する届出は、開発基本計画広告板設置届（第16号様式）

によるものとし、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。 

(1) 設置した広告板の遠景及び近景の写真 

(2) 広告板設置位置図（開発事業区域及び広告板設置場所を表示） 

 

（開発基本計画の説明等） 

第50条 条例第59条第２項に規定する届出は、開発基本計画等説明会開催届出書（第

17号様式の１）によるものとする。 

２ 条例第59条第３項に規定する周知の方法は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 説明会案内資料投函 

(2) 説明会案内資料の郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成

14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９

項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による発送

（以下「郵送等」という。） 

(3) その他市長が認めるもの 



＜規則－12＞ 

 

３ 条例第59条第６項に規定する周辺住民等説明会実施報告書は、第17号様式の２と

し、同項の規定による提出に当たっては、次に掲げる図書を２部添付しなければ

ならない。 

(1) 説明会議事録 

(2) 説明会配布資料 

(3) 周辺住民等範囲図 

(4) 周辺住民等一覧表 

(5) 周辺住民等に対する説明会開催の周知書類 

(6) その他市長が認めるもの 

 

（開発事業事前協議申請書） 

第51条 条例第60条第１項に規定する開発事業事前協議申請書の提出は、第18号様式

とし、同項の規定による提出に当たっては、別表第５に定める図書を添付しなけ

ればならない。 

 

（開発事業計画広告板の設置） 

第52条 条例第60条第４項に規定する開発事業計画広告板は、第15号様式の１及び第

15号様式の２とする。 

２ 条例第60条第５項に規定する届出は、開発事業計画広告板設置届（第19号様式）

によるものとし、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。 

(1) 設置した開発事業計画広告板の遠景及び近景の写真 

(2) 広告板設置位置図（開発事業区域及び開発事業計画広告板設置場所を表示） 

 

（開発事業計画の説明） 

第53条 事業者は条例第60条第６項に規定する説明を行った場合は、その内容を市長

に報告しなければならない。 

 

（開発事業に関する意見書） 

第54条 条例第62条第１項に規定する意見書は、第20号様式とする。 

 

（意見書に対する見解書） 

第55条 条例第63条第１項に規定する見解書は、第21号様式とする。 

 

（調整会の開催要請） 

第56条 条例第64条第１項及び第２項の規定により調整会の開催を要請するときは、

調整会開催要請書（第22号様式）を市長に提出するものとする。 



＜規則－13＞ 

 

 

（調整会の委員の選任） 

第57条 条例第65条第１項に規定する調整会の委員は、まちづくり会議の会長が第５

条第２項第２号に規定する者のうちから２人選任するものとする。 

 

（調整会の開催） 

第58条 調整会委員は、条例第65条第４項の規定により調整会に周辺住民等、事業者、

市長その他の関係人又はこれらの者の代理人（以下「関係人」という。）の出席

を求めるときは、あらかじめ、調整会出席要請書（第23号様式）により関係人に

通知するものとする。 

２ 調整会委員は、調整会において口頭審理を行わないときは、その旨を関係人に通

知する。 

 

（調整会報告書） 

第59条 条例第66条第１項に規定する調整会報告書は、第24号様式とする。 

 

（指導書の交付） 

第60条 条例第67条第１項に規定する指導書は、第25号様式とする。 

２ 条例第67条第１項の規則で定める期間内は、条例第60条第３項に規定する開発事

業事前協議申請書の公告の日の翌日から起算して60日以内とする。ただし、条例

第62条第２項の意見書の写しを送付した日から条例第63条第１項の見解書が提出

されるまでの期間及び条例第64条第３項又は第４項の規定による調整会の開催の

要請を受けた日から条例第66条第２項の調整会報告書の縦覧の開始日までの期間

を除く。 

 

（開発事業申請書の提出） 

第61条 条例第68条第１項から第３項までに規定する開発事業申請書は、第26号様式

とする。 

２ 条例第68条第３項に規定する指導書に対する見解書は、第27号様式とする。 

３ 開発事業申請書の提出に当たっては、別表第５に定める図書を添付しなければな

らない。 

 

（指導基準適合通知書等の交付） 

第62条 条例第70条第１項に規定する指導基準適合通知書は、第28号様式とし、開発

事業計画修正等指導書は、第29号様式とする。 

２ 条例第70条第１項の規則で定める期間内は、条例第68条第１項、第２項又は第３



＜規則－14＞ 

 

項に規定する開発事業申請書の提出があった日から、次に掲げる開発事業の区分

に応じて、当該各号に定める期間内とする。ただし、条例第72条第１項に規定す

る届出があった場合にあっては開発事業申請書の提出があった日から当該届出が

あった日までの期間を除く。 

(1) 条例第84条第１項の規定の適用を受ける開発事業 56日以内 

(2) 前号に該当しない開発事業 49日以内 

 

（開発事業に関する協定） 

第63条 条例第71条第１項に規定する協定の締結は、協定書（第30号様式）によるも

のとする。 

 

（開発事業に関する協定の変更） 

第64条 条例第71条第３項の規則で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。 

(1) 公共施設及び公益施設の位置、形状及び規模のいずれにも変更を生じないもの 

(2) 公共施設及び公益施設の位置、形状及び規模の変更を生じるもので当該公共施

設及び公益施設の機能に著しい支障が生じるおそれがないと市長が認めるもの 

 

（開発事業変更申請書、開発事業変更協議申請書等） 

第65条 条例第72条第１項に規定する開発事業の計画を変更する旨を記載した書面

は、開発事業変更申請書（第31号様式）とし、同条第２項に規定する開発事業の

計画の変更の内容等を記載した書面は、開発事業変更協議申請書（第32号様式）

とする。 

２ 条例第72条第１項及び第２項の規則で定める軽易な変更は、次に掲げるものとす

る。 

(1) 周辺環境に与える影響が極めて少ないと市長が認めるもの 

(2) 公共施設及び公益施設の位置、形状及び規模並びに機能に及ぼす影響が極め

て少ないと市長が認めるもの 

(3) その他市長が前各号の変更と同程度であると認める変更 

 

（変更計画指導基準適合通知書） 

第66条 条例第72条第２項に規定する変更計画指導基準適合通知書は、第33号様式と

する。 

 

（開発事業計画広告板の変更） 

第67条 条例第72条第４項に規定する開発事業計画広告板の変更を行うに当たって

は、変更箇所が新旧対照できるようにするものとする。 



＜規則－15＞ 

 

 

（工事着手届出書） 

第68条 条例第74条第１項の規定による届出は、開発事業工事着手届出書（第34号様

式）により行わなければならない。 

 

（工事施工中間報告書） 

第69条 条例第74条第２項に規定する報告は、工事施工中間報告書（第35号様式）に

より行い、次に掲げる書類を添付するものとする。 

(1) 実施工程表 

(2) 計画工程表 

(3) その他市長が必要と認めるもの 

 

（工事完了等の届出） 

第70条 条例第75条第１項の規定による届出は、開発事業工事完了届出書（第36号様

式）により行わなければならない。 

２ 条例第75条第２項の規定による届出は、開発事業工事（中断・廃止）届出書（第

37号様式）により行わなければならない。 

 

（工事の検査） 

第71条 条例第76条第１項に規定する中間検査は、市長が必要と認める工事について

行うものとし、事業者は、中間検査を受けるに当たっては、中間検査申出書（第

38号様式）に当該検査に必要となる図面を添付して市長に提出しなければならな

い。 

２ 事業者は、条例第76条第１項の規定による完了検査を受けるに当たっては、完了

検査申出書（第39号様式）に当該検査に必要となる図面を添付して市長に提出し

なければならない。 

３ 条例第76条第２項に規定する完了検査適合通知書は、第40号様式とし、同項に規

定する是正すべき内容を記載した通知書は、完了検査結果是正通知書（第41号様

式）とする。 

 

（公共施設及び公益施設の管理及び帰属に係る措置等） 

第72条 事業者は、条例第78条第１項又は第２項の規定により市の管理に属し、又は

市へ帰属する公共施設及び公益施設について、円滑な管理又は帰属を行うため、

市長の指示に従い、当該施設の確定測量、境界石の埋設、境界図、道路台帳等及

び施設完成図の作成等を行わなければならない。 

２ 事業者は、開発事業に係る公共施設及び公益施設の設置又は管理にかしがあった



＜規則－16＞ 

 

ときは、自らの責任と負担において補修を行わなければならない。 

 

（開発事業の手続の特例申請） 

第73条 条例第80条第２項に規定する報告及び申請は、周辺住民等の理解に関する報

告書及び開発事業特例手続申請書（第42号様式）を提出するものとする。 

 

（まちづくり計画等への適合性） 

第74条 条例第80条第３項に規定する手続に必要な提出図書その他事項は、地区まち

づくり計画、テーマ型まちづくり計画、農あるまちづくり計画及び重点地区まち

づくり計画の内容により市長が必要と認めるものとする。 

 

（開発事業手続の特例通知） 

第75条 条例第80条第４項に規定する通知は、開発事業手続特例決定通知書（第43

号様式）により行うものとする。 

 

（開発事業手続台帳） 

第76条 条例第81条に規定する開発事業手続台帳は、第44号様式とし、同条の規則で

定める開発手続の状況は、次に掲げるものとする。 

(1) 条例第59条第６項の周辺住民等説明会実施報告書の提出 

(2) 条例第70条第１項の指導基準適合通知書及び開発事業計画修正等指導書の

交付 

(3) 条例第71条第１項の協定の締結 

(4) 条例第72条第１項の届出並びに同条第２項の変更の内容等を記載した書面

の提出及び変更計画指導基準適合通知書の交付 

(5) 条例第76条第２項の完了検査適合通知書及び是正すべき内容を記載した通

知書の交付 

(6) 条例第82条の届出 

(7) 条例第84条第１項の届出 

(8) 条例第103条第１項の公表 

(9) その他市長が必要と認める図書の提出、交付等 

 

（大規模土地取引行為の届出） 

第77条 条例第82条の規定による届出は、大規模土地取引行為届出書（第45号様式）

により行わなければならない。 

 

 



＜規則－17＞ 

 

（土地利用構想の届出） 

第78条 条例第84条第１項の規定による届出は、大規模開発事業土地利用構想届出書

（第46号様式）に次に掲げる図書を２部添付して行わなければならない。 

(1) 開発事業区域の案内図 

(2) 土地利用構想図 

(3) 開発事業区域及びその周辺の状況を示す写真 

(4) まちづくりに関する施策等との整合を検討した図書 

(5) その他市長が必要と認める図書 

２ 開発事業区域が、都立多摩丘陵自然公園区域（以下この項において「自然公園区

域」という。）の内外にわたる開発事業であって、当該開発事業区域の面積が3,000

平方メートル以上5,000平方メートル未満のもののうち、自然公園区域内に係る部

分の面積が当該開発事業区域の過半を占めるもの（ただし、自然公園区域内に係

る部分の開発事業区域及びその周辺の土地の地形がおおむね平坦地で、市長が認

めた場合は除く。）については、条例第84条第１項第１号に該当する開発事業と

みなして、条例及びこの規則の規定を適用する。 

 

（土地利用構想等の周知） 

第79条 条例第85条第２項の土地利用構想広告板は、第47号様式の１及び第47号様式

の２とする。 

２ 条例第85条第３項に規定する届出は、土地利用構想広告板設置届（第48号様式の

１）によるものとし、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。 

(1) 設置した土地利用構想広告板の遠景及び近景の写真 

(2) 広告板設置位置図（開発事業区域及び土地利用構想広告板設置場所を表示） 

３ 条例第85条第５項に規定する届出は、土地利用構想説明会開催届出書（第48号様

式の２）によるものとする。 

４ 条例第85条第６項前段に規定する周知の方法は、土地利用構想広告板に説明会の

日時、場所を記載することによる。 

５ 条例第85条第６項後段に規定する特別の周知の方法は、次の各号に掲げるものと

する。 

(1) 説明会案内資料投函 

(2) 説明会案内資料郵送等 

(3) その他市長が認めるもの 

６ 条例第85条第７項に規定する周辺環境への影響とは、次に掲げるものをいう。 

(1) 大規模開発事業に伴う車両の通行等道路交通環境への悪影響 

(2) 大規模開発事業に伴う湧水、水路、池沼等の汚濁等自然環境への悪影響 

(3) 大規模開発事業に伴う騒音、振動、ばい煙、粉じん、光害及び臭気等の発生



＜規則－18＞ 

 

等生活環境への悪影響 

(4) 大規模開発事業完了後における、施設利用者、従業員等の往来等生活環境へ

の悪影響 

(5) 前各号に掲げるもののほか、特殊性のある大規模開発事業を行うことに伴い

生じる道路交通環境、生活環境又は自然環境への悪影響 

７ 条例第85条第７項に規定する周知の方法は、市長、公共施設及び公益施設の管理

者等との協議により定める範囲内において、住所を有する者、事業を営む者及び

土地又は建築物を所有する者に対し、第５項に規定する方法により行わなければ

ならない。 

 

（土地利用構想に係る説明会の報告） 

第80条 条例第85条第８項の規定による報告は、大規模開発事業の土地利用構想説明

会結果報告書（第49号様式）により行わなければならない。 

 

（大規模開発事業に関する意見書等） 

第81条 条例第86条第１項の規定による意見書の提出は、大規模開発事業の土地利用

構想に関する意見書（第50号様式）により行わなければならない。 

２ 条例第87条第１項の規定による見解書の提出は、大規模開発事業の土地利用構想

に関する見解書（第51号様式）により行われなければならない。 

３ 条例第89条第１項の規定による助言又は指導は、大規模開発事業の土地利用構想

に関する助言・指導書（第52号様式）により行うものとする。 

 

（開発事業等協議会の設置） 

第81条の２ 市長は、条例第４条第３項に規定する助言又は指導及び条例第69条に規

定する適合審査を行うに当たり、市の関係部署との協議及び検討を行うため、開

発事業等協議会を設置する。 

 

（事業者等への協力を求める地区） 

第82条 条例第90条第３項に規定する特に住宅と工場が混在している地区は、別表第

６に定める。 

 

第８章 まちづくりの支援等 

（支援） 

第83条 条例第92条第１項に規定する支援は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) まちづくりに関する専門家の派遣 

(2) まちづくりに関する情報の提供 
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(3) 運営及び活動に要する費用の助成 

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの 

２ 条例第92条第２項及び第３項に規定する支援は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) まちづくりに関する専門家の派遣 

(2) まちづくりに関する情報の提供 

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの 

３ 地区まちづくり準備会及び農あるまちづくり準備会に対する支援の期間は、２年

以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、期間を延長することができる。 

４ 第１項及び第２項に規定する支援については、別に定めるところにより行うもの

とする。 

 

（表彰） 

第84条 条例第94条第１項に規定する表彰は、次に掲げるところによる。 

(1) 表彰の対象 

ア まちづくりの推進に寄与した個人及び団体 

イ 特にまちづくりの推進に寄与した事業者及び工事施行者 

(2) 表彰 

ア 受賞者には表彰状を授与する。 

イ 前項アに規定する評価の結果は公表するものとする。 

 

第９章 補則 

（協議） 

第85条 条例第96条第１項第２号で規定する事業については、別途協議を行うものと

する。 

 

（地位の承継の手続） 

第86条 条例第58条第１項の規定による届出があった開発事業に係る事業者につい

て、条例第97条に規定する相続等の一般承継があったときは、相続人等は、開発

事業地位承継報告書（第53号様式）を市長に提出しなければならない。この場合

において、事業施行に関する権限を承継したことを証する書類を添付しなければ

ならない。 

２ 相続等の一般承継によらず、条例第68条の規定による申請があった開発事業に係

る事業者の地位を承継しようとする者は、開発事業地位承継申請書（第54号様式）

を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、事業施

行に関する権限を承継したことを証する書類を添付しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を
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開発事業地位承継（承認・不承認）通知書（第55号様式）により当該申請をした

者に通知するものとする。 

 

（報告の要請等） 

第87条 市長は、条例第98条の規定により報告を求めるときは、報告要請書（第56

号様式）により行うものとする。 

２ 前項の規定により報告を求められた者は、速やかに報告書（第57号様式）により

市長に報告しなければならない。 

 

（身分証明書） 

第88条 条例第99条第２項に規定する身分を示す証明書は、第58号様式とする。 

 

（勧告） 

第89条 条例第100条に規定する勧告は、勧告書（第59号様式）により行うものとす

る。 

 

（適合勧告） 

第90条 条例第101条第１項に規定する勧告は、適合勧告書（第60号様式）により行

うものとする。 

 

（是正命令） 

第91条 条例第102条第１項に規定する是正命令は、是正命令書（第61号様式）によ

り行うものとする。 

 

（公表の方法） 

第92条 条例第103条第１項に規定する公表は、市広報及び市ホームページへの掲載

その他市長が適当と認める方法により行うものとする。 

２ 条例第103条第１項の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 事業者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者氏名） 

(2) 事業者の住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

(3) 勧告又は命令の内容及び正当な理由がなく当該勧告又は命令に従わなかっ

た旨 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項 

 

（意見陳述の機会の付与） 

第93条 条例第103条第２項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した公表通
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知書（第62号様式）により行うものとする。 

(1) 公表しようとする事実並びにその根拠となる条例及び規則の条項 

(2) 公表しようとする理由 

(3) 次項に規定する意見書の提出先及び提出期限 

(4) 口頭で意見を述べることを申し立てることができる旨 

２ 条例第103条第２項の規定による意見陳述は、当該公表に関する意見を記載した

書面（次項において「意見書」という。）を市長に提出して行うものとする。こ

の場合において、証拠書類等を提出することができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、当該意見陳述人の申立てがあったときは、意見書の提

出とともに、市長は口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。 

 

（高さ） 

第94条 条例第105条の規則で定める高さは、25メートルとする。ただし、次の各号

に掲げる建築物については、適用しない。 

(1) 地区計画等により建築物の高さの最高基準が定められている地区内の建築

物 

(2) 条例の施行の日において高さが25メートルを超えている建築物の建替えに

より建築する建築物であって、当該建替え前の建築物の高さ以下であるもの 

(3) 条例の施行の日において高さが25メートルを超える計画で建築工事中の建

築物の建替えにより建築する建築物であって、当該建築工事中の建築物の計画

高さ以下であるもの 

 

（委任） 

第95条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

付 則 

この規則は、条例の施行の日から施行する。 

付 則（平成18年規則第54号） 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市まちづくり条例施

行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。 

付 則（平成19年規則第52号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成19年規則第62号） 

この規則は、平成19年10月1日から施行する。 

付 則（平成21年規則第10号） 

この規則は、平成21年4月1日から施行する。 
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付 則（平成23年規則第10号） 

この規則は、平成23年4月1日から施行する。 

付 則（平成28年規則第23号） 

（施行期日） 

1 この規則は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の施行の日（平成28年4月1

日）から施行する。 

（経過措置） 

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であっ

てこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前に

された申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。 

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市公の施設の指定管理者の

指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市個人情報

保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日野市情報公開条例施行規則、第

5条の規定による改正前の日野市特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定に

よる改正前の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則、第7条の規定によ

る改正前の日野市ペット霊園等の設置等に関する条例施行規則、第8条の規定によ

る改正前の日野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第9条の規定によ

る改正前の日野市まちづくり条例施行規則、第10条の規定による改正前の日野市

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則、第11条の規定による改正前の

日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則、第12条の規定による改正前

の日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例施行規則、第13条の規定による改正

前の日野市企業立地支援条例施行規則、第14条の規定による改正前の日野市多摩

平の森産業連携センター条例施行規則、第15条の規定による改正前の日野市市民

の森ふれあいホール条例施行規則、第16条の規定による改正前の日野市体育施設

条例施行規則、第17条の規定による改正前の日野市原子爆弾被爆者の援護に関す

る条例施行規則、第18条の規定による改正前の日野市中国残留邦人等に対する支

援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第19条の規定による改正前の日野市社会

福祉法人認可等事務取扱規則、第20条の規定による改正前の日野市障害児福祉手

当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第21条の規定による改正前の日野市心身

障害者（児）福祉手当支給条例施行規則、第22条の規定による改正前の日野市身

体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の日野市知的障害者福祉法

施行細則、第24条の規定による改正前の日野市指定障害児相談支援事業者の指定

等に関する規則、第25条の規定による改正前の日野市指定特定相談支援事業者の

指定等に関する規則、第26条の規定による改正前の日野市障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第27条の規定による改正前の

日野市障害児通所支援及び障害児相談支援に係る児童福祉法施行細則、第28条の
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規定による改正前の日野市未熟児養育医療給付及び費用徴収に関する規則、第29

条の規定による改正前の日野市助産施設への助産の実施及び費用徴収規則、第30

条の規定による改正前の日野市母子生活支援施設母子保護の実施等に関する規則、

第31条の規定による改正前の日野市児童育成手当条例施行規則、第32条の規定に

よる改正前の日野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第33

条の規定による改正前の日野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第

34条の規定による改正前の日野市児童手当事務処理規則及び第35条の規定による

改正前の日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する

規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正

を加え、なお使用することができる。 

付 則(平成30年規則第15号) 

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第14号様式、第15号様式の1、第15

号様式の2、第46号様式、第47号様式の2及び第66号様式の3による用紙で、現に残

存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

付 則(平成31年規則第7号) 

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第14号様式、第30号様式、第66号

様式の1、第66号様式の2及び第66号様式の3による用紙で、現に残存するものは、

当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

付 則(令和4年規則第40号) 

1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 

2 この規則による改正後の日野市まちづくり条例施行規則の規定は、施行日以後に

日野市まちづくり条例第60条第1項に規定する事前協議申請書が提出された開発

事業について適用し、同日前に事前協議申請書が提出された開発事業については、

なお従前の例による。 

付 則(令和4年規則第63号) 

1 この規則は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 

2 この規則による改正後の日野市まちづくり条例施行規則の規定は、施行日以後に

市長が委嘱又は任命する委員について適用し、施行日前に市長が任命した委員に

ついては、なお従前の例による。 

付 則(令和5年規則第55号) 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の日野市まちづくり条例施行規則の規定は、この規則の施

行の日（以下「施行日」という。）以後に条例第58条第１項に規定する開発事業

の基本計画の届出があった開発事業について適用し、同日前に開発事業の基本計
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画の届出があった開発事業については、なお従前の例による。 

 

 

別表第１（第４条関係） 

開発事業の規模 範囲 

開発事業区域の面積が 

1,000平方メートル未満 

開発事業区域の境界から 

15メートル以内 

開発事業区域の面積が 

1,000平方メートル以上 

3,000平方メートル未満 

開発事業区域の境界から 

20メートル以内 

開発事業区域の面積が 

3,000平方メートル以上 

開発事業区域の境界から 

25メートル以内 

 

別表第２（第４条関係） 

開発事業の規模 範囲 

開発事業区域の面積が 

1,000平方メートル未満 

建物の基礎の面から 

15メートル以内 

開発事業区域の面積が 

1,000平方メートル以上 

3,000平方メートル未満 

建物の基礎の面から 

20メートル以内 

開発事業区域の面積が 

3,000平方メートル以上 

建物の基礎の面から 

25メートル以内 

 

別表第３（第４条関係） 

開発事業の規模 範囲 

開発事業区域の面積が1,000平方

メートル未満 

開発事業区域の境界から 

50メートル以内 

開発事業区域の面積が 

1,000平方メートル以上 

3,000平方メートル未満 

開発事業区域の境界から 

60メートル以内 

開発事業区域の面積が3,000平方

メートル以上 

開発事業区域の境界から 

70メートル以内 
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別表第４（第４条関係） 

開発事業の規模 範囲 

開発事業区域の面積が 

1,000平方メートル未満 

開発事業区域の境界から 

30メートル以内 

開発事業区域の面積が 

1,000平方メートル以上 

3,000平方メートル未満 

開発事業区域の境界から 

40メートル以内 

開発事業区域の面積が 

3,000平方メートル以上 

開発事業区域の境界から 

50メートル以内 
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別表第５（第51条、第61条関係） 

１ 条例第57条第１項第１号に規定する開発事業について 

No. 添付図書の種類 内容 縮尺 

部数 事前

協議

申請 

開発

事業

申請 

正 

本 

複 

写 

1 
開発事業事前協議申請書 第18号様式  1 1 ○  

開 発 事 業 申 請 書 第26号様式  1 1  ○ 

2 設 計 説 明 書 第66号様式の１  1 1 ○ ○ 

3 周 辺 住 民 等 の 範 囲 図   1  ○ ○ 

4 案 内 図 開発事業区域の場所を表示 
1/2,500 

程度 

1 

着色 
1 ○ ○ 

5 現 況 図 開発事業区域及び周囲の現況測量図、開発事業区域を表示 
1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

6 

公 図 の 写 し 法務局備付公図、周辺を記入、開発事業区域を表示 

1/500 

又は 

1/600 

1 

着色 
1 ○ ○ 

仮 換 地 指 定 証 明 書 、 

仮 換 地 明 細 図 、 

仮 換 地 重 ね 図 

土地区画整理事業施行中区域内の場合に提出、開発事業区域を

表示 
 

1  

着色 
1 ○ ○ 

7 土 地 利 用 計 画 図 
公共施設の位置及び形状、敷地形状、植栽計画、擁壁の位置、

道路の延長・幅員・勾配、水路等を表示 

1/500 

以上 
4 1 ○ ○ 

8 
公 共 施 設 の 管 理 者 に 

関 す る 図 面 

従前の公共施設及び新たに設置される公共施設とその管理者を

表示 

1/500 

以上 
4 1 ○ ○ 

9 造 成 計 画 平 面 図 
切土又は盛土する部分、擁壁の位置、道路の延長・幅員・勾配、

計画地盤高、断面図作成箇所を表示 

1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

10 造 成 計 画 断 面 図 
切土又は盛土をする事前・事後の地盤、在来計画地盤高、切土・

盛土の範囲、擁壁、法面を表示 

1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

11 
汚 水 及 び 雨 水 の 排 水 

施 設 計 画 平 面 図 

位置、種類、吐口の位置、放流経路、放流先の詳細、排出量及

び浸透量の計算書等を表示 

1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

12 給 水 施 設 計 画 平 面 図 位置、種類、取水及び受水方法、消火栓の位置、経路等を表示 
1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

13 
縦 ・ 横 断 図 、 

施 設 構 造 図 

道路、汚水雨水排水施設、擁壁（断面図・展開図）、公園、貯

水施設、その他の施設の寸法及び材料の種類等を表示 

1/50 

以上 
1 1 ○ ○ 

14 求 積 図 
開発事業区域等全体の面積、区画面積、道路面積、その他の面

積を表示 

1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

15 
公 共 用 地 境 界 確 定 図 

抄 本 の 写 し 

開発事業区域内又は開発事業区域に隣接する道路、水路、その

他の公共用地 
 1 1 ○ ○ 

16 各 課 の 回 答 書   3 1  〇 

17 
そ の 他 市 長 が 必 要 と 

認 め た も の 
その他  個別指示 ○ ○ 

（注） 開発事業事前協議申請書、開発事業申請書の手続きによって表中○のついた添付図書を提出して

ください。 

開発事業事前協議申請書の正本はＡ４ファイル左綴じにし、各図書の右側に見出しを貼り、図書の種類を

記入してください（開発事業申請書はＡ４ファイル不要です）。 

複写は、縦覧に使用するものです。Ａ４左止めにしてください。 

条例第57条第１項第１号に規定する開発事業については、都市計画法（昭和43年法律第100号）第32条に

基づく同意願（第63号様式）、同法第32条に基づく協議願（第64号様式）及び公共施設の管理者等に関す

る書類（第65号様式）を、条例第70条第１項に規定する指導基準適合通知書の交付を受け、条例第71条第

１項に規定する協定を締結した後に提出してください。 



＜規則－27＞ 

 

２ 条例第57条第１項第２号に規定する開発事業について 

No. 添付図書の種類 内容 縮尺 

部数 事前

協議

申請 

開発

事業

申請 

正 

本 

複 

写 

1 
開発事業事前協議申請書 第18号様式   1 1 ○  

開 発 事 業 申 請 書 第26号様式   1 1  ○ 

2 設 計 説 明 書 第66号様式の２   1 1 ○ ○ 

3 周 辺 住 民 等 の 範 囲 図     1  ○ ○ 

4 案 内 図 開発事業区域の場所を表示 
1/2,500 

程度 

1 

着色 
1 ○ ○ 

5 現 況 図 開発事業区域及び周囲の現況測量図、開発事業区域を表示 
1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

6 

公 図 の 写 し 法務局備付公図、周辺を記入、開発事業区域を表示 

1/500 

又は 

1/600 

1 

着色 
1 ○ ○ 

仮 換 地 指 定 証 明 書 、 

仮 換 地 明 細 図 、 

仮 換 地 重 ね 図 

土地区画整理事業施行中区域内の場合に提出、開発事業区域を表

示 

 
1 

着色 
1 ○ ○ 

7 土 地 利 用 計 画 図 
公共施設の位置及び形状、敷地形状、植栽計画、擁壁の位置、道

路、計画地盤高、水路等を表示 

1/500 

以上 
4 1 ○ ○ 

8 
公 共 施 設 の 管 理 者 に 

関 す る 図 面 

都市計画法第４条第14項に規定する公共施設について、従前の公

共施設及び新たに設置される公共施設とその管理者を表示 

1/500 

以上 

1 

着色 
1 ○ ○ 

9 造 成 計 画 平 面 図 
切土又は盛土する部分、擁壁の位置、道路、計画地盤高、断面図

作成箇所を表示 

1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

10 造 成 計 画 断 面 図 
切土又は盛土をする事前・事後の地盤、在来計画地盤高、切土・

盛土の範囲、擁壁、法面、排水施設を表示 

1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

11 
汚 水 及 び 雨 水 の 

排 水 施 設 計 画 平 面 図 

位置、種類、吐口の位置、放流経路、放流先の詳細、排出量等の

計算書等を表示 

1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

12 給 水 施 設 計 画 平 面 図 位置、種類、取水及び受水方法、消火栓の位置、経路等を表示 
1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

13 
縦 ・ 横 断 図 、 

施 設 構 造 図 

道路、汚水雨水排水施設、擁壁（断面図・展開図）、貯水施設、

その他の施設の寸法及び材料の種類等を表示 

1/50 

以上 
1 1 ○ ○ 

14 求 積 図 
開発事業区域等全体の面積、区画面積、道路面積、切土・盛土の

面積、その他の面積を表示 

1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

15 
公 共 用 地 境 界 確 定 図 

抄 本 の 写 し 

開発事業区域内又は開発事業区域に隣接する道路、水路、その他

の公共用地 

  
1 1 ○ ○ 

16 各 課 の 回 答 書   3 1  〇 

17 
そ の 他 市 長 が 必 要 と 

認 め た も の 
防災計画図、その他 

  
個別指示 ○ ○ 

（注） 開発事業事前協議申請書、開発事業申請書の手続きによって表中○のついた添付図書を提出して

ください。 

開発事業事前協議申請書の正本はＡ４ファイル左綴じにし、各図書の右側に見出しを貼り、図書の種類を

記入してください（開発事業申請書はＡ４ファイル不要です）。 

複写は、縦覧に使用するものです。Ａ４左止めにしてください。 

 



＜規則－28＞ 

 

３ 条例第57条第１項第３号に規定する開発事業について 

No. 添付図書の種類 内容 縮尺 

部数 事前

協議

申請 

開発

事業

申請 
正 

本 

複 

写 

1 
開発事業事前協議申請書 第18号様式   1 1 ○  

開 発 事 業 申 請 書 第26号様式   1 1  ○ 

2 設 計 説 明 書 第66号様式の１   1 1 ○ ○ 

3 周 辺 住 民 等 の 範 囲 図     1  ○ ○ 

4 案 内 図 開発事業区域の場所を表示 
1/2,500 

程度 

1 

着色 
1 ○ ○ 

5 現 況 図 開発事業区域及び周囲の現況測量図、開発事業区域を表示 
1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

6 

公 図 の 写 し 法務局備付公図、周辺を記入、開発事業区域を表示 

1/500 

又は 

1/600 

1 

着色 
1 ○ ○ 

仮 換 地 指 定 証 明 書 、 

仮 換 地 明 細 図 、 

仮 換 地 重 ね 図 

土地区画整理事業施行中区域内の場合に提出、開発事業区域を表

示 
 

1  

着色 
1 ○ ○ 

7 土 地 利 用 計 画 図 
公共施設の位置及び形状、敷地形状、植栽計画、擁壁の位置、道

路の延長・幅員・勾配、水路等を表示 

1/250 

以上 
4 1 ○ ○ 

8 造 成 計 画 平 面 図 
切土又は盛土する部分、擁壁の位置、道路、計画地盤高、切土・

盛土の範囲、断面図作成箇所を表示 

1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

9 造 成 計 画 断 面 図 
切土又は盛土をする事前・事後の地盤、在来計画地盤高、切土・

盛土の範囲、擁壁、法面を表示 

1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

10 
汚 水 及 び 雨 水 の 

排 水 施 設 計 画 平 面 図 

位置、種類、吐口の位置、放流経路、放流先の詳細、排出量及び

浸透量の計算書等を表示 

1/250 

以上 
1 1 ○ ○ 

11 給 水 施 設 計 画 平 面 図 位置、種類、取水及び受水方法、消火栓の位置、経路等を表示 
1/250 

以上 
1 1 ○ ○ 

12 
縦 ・ 横 断 図 、 

施 設 構 造 図 

道路、汚水雨水排水施設、擁壁（断面図・展開図）、貯水施設、

その他の施設の寸法及び材料の種類等を表示 

1/50 

以上 
1 1 ○ ○ 

13 求 積 図 
開発事業区域等全体の面積、区画面積、道路面積、その他の面積

を表示 

1/250 

以上 
1 1 ○ ○ 

14 
公 共 用 地 境 界 確 定 図 

抄 本 の 写 し 

開発事業区域内又は開発事業区域に隣接する道路、水路、その他

の公共用地 
  1 1 ○ ○ 

15 各 課 の 回 答 書   3 1  〇 

16 
そ の 他 市 長 が 必 要 と 

認 め た も の 
道路位置指定申請予定図、その他   個別指示 ○ ○ 

（注） 開発事業事前協議申請書、開発事業申請書の手続きによって表中○のついた添付図書を提出して

ください。 

開発事業事前協議申請書の正本はＡ４ファイル左綴じにし、各図書の右側に見出しを貼り、図書の種類を

記入してください（開発事業申請書はＡ４ファイル不要です）。 

複写は、縦覧に使用するものです。Ａ４左止めにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜規則－29＞ 

 

４ 条例第57条第１項第４号に規定する開発事業について 

No. 添付図書の種類 内容 縮尺 

部数 事前

協議

申請 

開発

事業

申請 

正 

本 

複 

写 

1 
開発事業事前協議申請書 第18号様式   1 1 ○  

開 発 事 業 申 請 書 第26号様式   1 1  ○ 

2 設 計 説 明 書 第66号様式の１   1 1 ○ ○ 

3 周 辺 住 民 等 の 範 囲 図     1  ○ ○ 

4 案 内 図 開発事業区域の場所を表示 
1/2,500 

程度 

1 

着色 
1 ○ ○ 

5 現 況 図 開発事業区域及び周囲の現況測量図、開発事業区域を表示 
1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

6 

公 図 の 写 し 法務局備付公図、周辺を記入、開発事業区域を表示 

1/500 

又は 

1/600 

1 

着色 
1 ○ ○ 

仮 換 地 指 定 証 明 書 、 

仮 換 地 明 細 図 、 

仮 換 地 重 ね 図 

土地区画整理事業施行中区域内の場合に提出、開発事業区域を表

示 
 

1  

着色 
1 ○ ○ 

7 土 地 利 用 計 画 図 
公共施設の位置及び形状、敷地形状、植栽計画、擁壁の位置、計

画地盤高、水路等を表示 

1/250 

以上 
 1 ○ ○ 

8 造 成 計 画 平 面 図 
切土又は盛土する部分、擁壁の位置、計画地盤高、断面図作成箇

所を表示 

1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

9 造 成 計 画 断 面 図 
切土又は盛土をする事前・事後の地盤、在来計画地盤高、切土・

盛土の範囲、擁壁、法面を表示 

1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

10 
汚 水 及 び 雨 水 の 

排 水 施 設 計 画 平 面 図 

位置、種類、吐口の位置、放流経路、放流先の詳細、排出量及び

浸透量の計算書等を表示 

1/250 

以上 
1 1 ○ ○ 

11 給 水 施 設 計 画 平 面 図 位置、種類、取水及び受水方法、消火栓の位置、経路等を表示 
1/250 

以上 
1 1 ○ ○ 

12 
縦 ・ 横 断 図 、 

施 設 構 造 図 

汚水雨水排水施設、擁壁（断面図・展開図）、貯水施設、その他

の施設の寸法及び材料の種類等を表示 

1/50 

以上 
1 1 ○ ○ 

13 求 積 図 開発事業区域等全体の面積、区画面積、その他の面積を表示 
1/250 

以上 
1 1 ○ ○ 

14 
公 共 用 地 境 界 確 定 図 

抄 本 の 写 し 

開発事業区域内又は開発事業区域に隣接する道路、水路、その他

の公共用地 
  1 1 ○ ○ 

15 各 課 の 回 答 書   3 1  〇 

16 
そ の 他 市 長 が 必 要 と 

認 め た も の 
その他   個別指示 ○ ○ 

（注） 開発事業事前協議申請書、開発事業申請書の手続きによって表中○のついた添付図書を提出して

ください。 

開発事業事前協議申請書の正本はＡ４ファイル左綴じにし、各図書の右側に見出しを貼り、図書の種類を

記入してください（開発事業申請書はＡ４ファイル不要です）。 

複写は、縦覧に使用するものです。Ａ４左止めにしてください。 



＜規則－30＞ 

 

５ 条例第57条第１項第５号ア､イ､第６号､第７号､第８号､第９号に規定する開発事業について 

No. 添付図書の種類 内容 縮尺 

部数 事前

協議

申請 

開発

事業

申請 
正 

本 

複 

写 

1 
開発事業事前協議申請書 第18号様式   1 1 ○  

開 発 事 業 申 請 書 第26号様式   1 1  ○ 

2 設 計 説 明 書 第66号様式の３   1 1 ○ ○ 

3 周 辺 住 民 等 の 範 囲 図     1  ○ ○ 

4 案 内 図 開発事業区域の場所を表示 
1/2,500 

程度 

1 

着色 
1 ○ ○ 

5 現 況 図 開発事業区域及び周囲の現況測量図、開発事業区域を表示 
1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

6 

公 図 の 写 し 法務局備付公図、周辺を記入、開発事業区域を表示 

1/500 

又は 

1/600 

1 

着色 
1 ○ ○ 

仮 換 地 指 定 証 明 書 、 

仮 換 地 明 細 図 、 

仮 換 地 重 ね 図 

土地区画整理事業施行中区域内の場合に提出、開発事業区域を表

示 

 
1 

着色 
1 ○ ○ 

7 配 置 図 
建物、植栽、公園、駐車場、自転車等駐車場、ごみ置場、プロパ

ン庫等を表示 

1/500 

以上 
4 1 ○ ○ 

8 建 物 設 計 図 平面図、立面図、断面図 
1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

9 
冬至日における日影図 

及 び 日 影 時 間 図 

日影対象建築物の場合に提出、冬至日における午前８時から午後

４時までの建物日影を表示 

1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

10 
汚 水 及 び 雨 水 の 

排 水 施 設 計 画 平 面 図 

水質点検桝、放流経路、放流先の詳細、排出量及び浸透量の計算

書等を表示 

1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

11 給 水 施 設 計 画 平 面 図 位置、種類、取水及び受水方法、消火栓の位置、経路等を表示 
1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

12 施 設 構 造 図 

汚水雨水排水施設、擁壁（断面図・展開図）、公園、貯水施設、

ごみ置場、機械式駐車場、自転車等駐車場、浄化槽詳細図、その

他の施設の寸法及び材料の種類等を表示 

1/50 

以上 1 1 ○ ○ 

13 
テ レ ビ 電 波 障 害 の 

事 前 調 査 報 告 書 
総高15m以上の建築物の場合に提出、専門調査機関が行ったもの 

  
1  ○ ○ 

14 求 積 図 敷地面積、その他の面積を表示 
1/500 

以上 
1 1 ○ ○ 

15 
公 共 用 地 境 界 確 定 図 

抄 本 の 写 し 

開発事業区域内又は開発事業区域に隣接する道路、水路、その他

の公共用地 

  
1 1 ○ ○ 

16 各 課 の 回 答 書   3 1  〇 

17 
そ の 他 市 長 が 必 要 と 

認 め た も の 
矩計図、基礎伏図、杭打詳細図、ボーリング柱状図等、その他 

  
個別指示 ○ ○ 

（注） 開発事業事前協議申請書、開発事業申請書の手続きによって表中○のついた添付図書を提出して

ください。 

開発事業事前協議申請書の正本はＡ４ファイル左綴じにし、各図書の右側に見出しを貼り、図書の種類を

記入してください（開発事業申請書はＡ４ファイル不要です）。 

複写は、縦覧に使用するものです。Ａ４左止めにしてください。 

 

 

 

 

 



＜規則－31＞ 

 

６ 条例第57条第１項第10号に規定する開発事業について 

No. 添付図書の種類 内容 縮尺 

部数 事前

協議

申請 

開発

事業

申請 
正 

本 

複 

写 

1 
開発事業事前協議申請書 第18号様式   1 1 ○  

開 発 事 業 申 請 書 第26号様式   1 1  ○ 

2 設 計 説 明 書 第66号様式の４   1 1 ○ ○ 

3 周 辺 住 民 等 の 範 囲 図     1  ○ ○ 

4 案 内 図 開発事業区域の場所を表示 
1/2,500 

程度 

1 

着色 
1 ○ ○ 

5 現 況 図 開発事業区域及び周囲の現況測量図、開発事業区域を表示 
1/1,000 

以上 
1 1 ○ ○ 

6 

公 図 の 写 し 法務局備付公図、周辺を記入、開発事業区域を表示 

1/500 

又は 

1/600 

1 

着色 
1 ○ ○ 

仮 換 地 指 定 証 明 書 、 

仮 換 地 明 細 図 、 

仮 換 地 重 ね 図 

土地区画整理事業施行中区域内の場合に提出、開発事業区域を表

示 
 

1  

着色 
1 ○ ○ 

7 施 行 計 画 図   
1/1,000 

以上 
4 1 ○ ○ 

8 採 取 計 画 平 面 図 採取の計画を表示 
1/1,000 

以上 
1 1 ○ ○ 

9 採 取 計 画 断 面 図 採取の事前事後を表示 
1/1,000 

以上 
1 1 ○ ○ 

10 排 水 施 設 計 画 平 面 図 吐口の位置、放流経路、放流先の詳細、排出量等を表示 
1/1,000 

以上 
1 1 ○ ○ 

11 縦 ・ 横 断 図 、 構 造 図 
道路・汚水雨水排水施設・擁壁（断面図・展開図）・その他の施

設、寸法・材料の種類等を表示 

1/50 

以上 
1 1 ○ ○ 

12 求 積 図 採取区域等全体の面積、その他の面積を表示 
1/1,000 

以上 
1 1 ○ ○ 

13 
公 共 用 地 境 界 確 定 図 

抄 本 の 写 し 

開発事業区域内又は開発事業区域に隣接する道路、水路、その他

の公共用地 
  1 1 ○ ○ 

14 各 課 の 回 答 書   3 1  〇 

15 
そ の 他 市 長 が 必 要 と 

認 め た も の 
その他   個別指示 ○ ○ 

（注） 開発事業事前協議申請書、開発事業申請書の手続きによって表中○のついた添付図書を提出して

ください。 

開発事業事前協議申請書の正本はＡ４ファイル左綴じにし、各図書の右側に見出しを貼り、図書の種類を

記入してください（開発事業申請書はＡ４ファイル不要です）。 

複写は、縦覧に使用するものです。Ａ４左止めにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜規則－32＞ 

 

別表第６（第 82条関係） 

条例第90条第3項に規定する 

特に住宅と工場が混在している地区 

日野台 一丁目 

大坂上 四丁目15、18～20番 

多摩平 六丁目42、43番 

 

様式 略 

（様式については、日野市まちづくり条例のホームページをご覧ください。） 

 

 


